
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田市役所 都市計画課 

 

2019年 3月 

  

「将来人口が減少しても、ずっと上田市で暮らしたい。」

そのための「立地適正化計画」ってどんな計画？ 

これまで市民の皆様から頂いたご質問やご意見を 

Ｑ＆Ａでまとめました。 
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立地適正化計画の概要  

１．国の動向 

【背景】 

 

 

 

【都市づくりの課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法改正の実施】 

 

 

 

 

 

２．計画概要 

（１）立地適正化計画とは 

 

 

 

 

（２）計画内容（都市再生特別措置法第 81 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆日本の総人口は、平成 20 年をピークに減少 

◆高齢化率は、平成 22 年国勢調査で約 23％となり、「超高齢社会」に突入 

◆わが国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、

高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現することや、財

政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題。 

◆医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が、

公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含め

て都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えでまちづく

りを進めていくことが求められている。 

◆行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組むため、平成

26 年 8 月、都市再生特別措置法が改正 ⇒ 「立地適正化計画制度」の創設 

◆コンパクトシティ形成を積極的に推進するため、市町村が都市全体の観点から作成する、

居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的な

マスタープラン 

① 計画区域 

② 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

③ 都市機能誘導区域 

④ 居住誘導区域 

⑤ 誘導施設（都市機能誘導区域内） 

⑥ 誘導施策等（誘導施策に加え、市独自の施策として「生活複合拠点」及び「交通結節

拠点」を設定） 
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（３）計画の特徴 

① 策定による国からの支援措置等 

 

 

 

 

 

② 届出制度 

 

 

 

 

（４）計画で定める区域のイメージ（上田市版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画策定の手引き】 

都市機能誘導区域 

 

 

 

居住誘導区域 

 

 

 

都市機能増進施設（誘導施設） 

  

 本計画を策定することで、必要な都市機能を維持・確保するための助成制度を受ける

ことが可能 

 具体的には、誘導施設立地に係る事業に対する支援（補助、交付金の拡充）や税制措

置（所得税、固定資産税の軽減）など 

 居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為、又は建築行為が届出・勧告の対象 

 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等が事前届出・勧告の対象 

 周辺からの交通アクセス性、都市機能の集積状況を勘案し、都市全体における各種生

活サービス施設（医療、福祉、商業等）の効率的な提供拠点を目指す区域 

 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活

サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域 

 医療、社会福祉、教育、文化、商業、行政等の居住者の共同の福祉や利便性の向上に

資する施設 

都市機能誘導区域

都市機能増進施設（誘導施設）

立地適正化計画の区域

＝都市計画区域

生活複合拠点

居住誘導区域

用途地域

都市計画区域外

上田市域

交通結節拠点
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３．上田市が立地適正化計画を策定する理由 

 

【理由①：「拠点集約型都市構造」への転換】 

上田市の人口は、平成 13 年の 16 万 7 千人をピークに減少に転じており、この傾向は今

後もさらに進み、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、上田市の総人口は、17

年後の 2035 年には約 12 万 8 千人、37 年後の 2055 年には約 9 万 8 千人まで減少すると推

計されています。 

●地域別人口の推移        【基準年】         【目標年】 人（H22 比増減率：％） 

地域別 

人 口 

2000 年 

（H12） 

2005 年 

（H17） 

2010 年 

（H22） 

2015 年 

（H27） 

2035 年 

 

2055 年 

 

上田地域 
125,368 123,651 

121,642 
121,192 102,304 80,059 

3.1％ 1.7％ －0.4％ －15.9％ －34.2％ 

丸子地域 
25,553 24,541 

23,554 
22,244 18,133 13,587 

8.5％ 4.2％ －5.6％ －23.0％ －42.3％ 

真田地域 
11,453 11,310 

10,615 
9,918 7,727 5,209 

7.9％ 6.5％ －6.6％ －27.2％ －50.9％ 

武石地域 
4,194 4,120 

3,786 
3,473 2,525 1,602 

10.8％ 8.8％ －8.3％ －33.3％ －57.7％ 

総人口 
166,568 163,651 

159,597 
156,827 128,382 98,294 

4.4％ 2.5％ －1.7％ －19.6％ -38.4％ 

実績値 ← ｜ → H22 社人研推計 

また、上田市の高齢化率は、平成 13 年に 21％を超えており、「超高齢社会」となってい

ます。一方で、年少人口は今後もさらに減少し、2055 年には全体の 10％を割り込むと予

想されています。また、生産年齢人口についても減少が進み、将来における社会の担い手

不足、働き手不足といった問題の深刻化が予想されます。 

●階層別人口の推移        【基準年】        【目標年】 人（構成率：％） 

階層別人口 
2001 年 

（H12） 

2005 年 

（H17） 

2010 年 

（H22） 

2015 年 

（H27） 
2035 年 2055 年 

年少人口 

0～14歳未満 

25,119 

（15.1％） 

23,547 

（14.3％） 

21,916 

（13.7％） 

20,150 

（12.8％） 

13,125 

（10.2％） 

9,535 

（9.7％） 

生産年齢人口 

15～65 歳未満 

106,933 

（64.2％） 

102,313 

（62.5％） 

95,202 

（59.7％） 

89,926 

（57.3％） 

67,889 

（52.9％） 

48,164 

（49.0％） 

老年人口 

65 歳以上 

34,500 

（20.7％） 

37,783 

（23.1％） 

41,454 

（26.0％） 

45,685 

（29.1％） 

47,368 

（36.9％） 

40,595 

（41.2％） 

年齢不詳人口 16 8 1,025 1,066 ― ― 

総人口 166,568 163,651 159,597 156,827 128,382 98,294 

実績値 ← ｜ → H22 社人研推計 
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 立地適正化計画の計画目標年次は 20年後ですが、計画はその先の将来像を見据えて、策

定しています。世代で言えば２世代～３世代先、60年、或いは 90年以上先の上田市です。

（１世代＝30年程度） 

2010年から 2055年の 45年間にかけて上田市の総人口は約 4割減少し、地域によっては

5割を超えて人口が減少すると推計されています。 

これは、国の研究機関である「国立社会保障・人口問題研究所」が現状の人口の年齢別

構成や社会増減、自然増減等の状況から推計したもので 40年後の上田市の人口はこのよう

になると推計されています。 

 

人口が大きく減少することで、様々なことが危惧されます。 

利用者が減少し、病院や食品スーパー、集客施設等の商業施設や教育施設など、生活サ

ービス機能（都市としての機能）が衰退したり、路線バス等の利用者が減少して公共交通

の存続が困難になったり、また、税収が減り自治体経営も相当厳しくなることが予想され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした状況を将来招かないようにするため、人々が「住みたい」「住みつづけたい」と

思える魅力ある“まちづくり”“地域づくり”を、行政と市民が一体となって進めるととも

に現在の生活環境（生活の質）を維持或いは向上することが大切であると考えています。 

そのためには、上田用途地域をはじめ、従来からの市街地や集落を中心に拡散してきた

現在の上田市の都市構造を市の中心拠点だけでなく、生活複合拠点など郊外にある地域の

拠点を含めて構成する「拠点集約型都市構造」への都市構造の転換が必要であると考えて

おり、「立地適正化計画」は、これを具現化するための制度で方針等を定めた計画です。 

 

※「拠点集約型都市構造」は、上位計画である「第 2次上田市総合計画」に「拠点集約型都市構造によ

る持続可能な都市づくりを進める」と記されており、また「上田市都市計画マスタープラン」の目標

別都市づくり方針には「既存ストックを活かした拠点集約型都市構造の実現」が記されています。 
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【理由②：選択と集中へと変わる国の支援制度への対応】 

国の考え方 ⇒ 「地方都市の急激な人口減少や、全国的な傾向にある高齢者の急増が見

込まれる中で、健康で快適な生活や持続可能な都市経営の確保が重要な課題である。この

課題に対応するためには、都市全体の構造を見渡しながら住宅及び医療、福祉、商業その

他の居住に関連する施設の誘導と、それに連携した公共交通に関する施策を講じることに

より、市町村によるコンパクトな“まちづくり”を推進することが必要であり、そのため

の支援策を講じる。」 

                

市の捉え方 ⇒ 「人口減少社会に対応するための“まちづくり”の方針である「立地適

正化計画」を策定し、将来におけるインフラや都市機能の再整備において、引き続き国の

支援策を活用するための受け皿とする。」 

 

地方のまちづくりのため、国の市町村に対する支援制度である「都市再生整備計画事業

（旧まちづくり交付金）」について、都市再生特別措置法の改正により立地適正化計画に位

置付けられた医療・福祉等の都市機能の整備等を支援するための事業が拡充される形で創

設されました。また、その一方で「都市再生整備計画事業」の対象区域の考え方が以下の

ように変更されます。 

都市再生整備計画事業の対象区域    （関係部分抜粋） 

平成 30年度 

まで 

 用途地域内、なお立地適正化計画を作成している市町村においては居住誘導区

域内 

 地方公共団体において観光等地域資源※1 の活用に関する計画が策定されてお

り、且つ当該市町村のコンパクト化の方針と齟齬が無いもの。ただし、用途地

域外（立地適正化計画を作成している市町村においては居住誘導区域外） 

平成 31年度 

以降 

 立地適正化計画を作成している市町村は居住誘導区域内 

 立地適正化計画を作成していない市町村は、用途地域内であって、駅から半径

1㎞の範囲内、又はバス停から 500ｍの範囲内（何れもピーク時運行本数片道 

3本以上） 

 地方公共団体において観光等地域資源※1 の活用に関する計画が策定されてお

り、且つ当該市町村のコンパクト化の方針と齟齬が無いもの。ただし、用途地

域外（立地適正化計画を作成している市町村においては居住誘導区域外） 

※１ 歴史まちづくり法に基づく「歴史的風致維持向上計画」、観光圏整備法に基づく「観光圏整備実

施計画」等。なお、上田市における「歴史的風致維持向上計画」を、現在策定作業中。 

※その他： 都市再生整備計画事業のうち、都市再構築戦略事業（いわゆる箱物と言われる都市施設を

整備するための事業）は、立地適正化計画に誘導施設として位置付けるとともに、都市機能誘導区

域内であることが条件。 

 

国は「市町村によるコンパクトな“まちづくり”」を推進する一方で、全国的に進む少子・

超高齢化、人口減少を背景に選択と集中の考え等、より効果的な制度へと変わってきてお

り、市町村が国の支援策を受ける条件には「立地適正化計画の策定」が加わり、人口減少、

コンパクトシティに配慮した事業実施が必要になってきています。  



 
 

６ 

 

 

 

 

人口動態とは、人口の変動の状態をいい、人口の増減、年齢、男女、配偶関係等から構

成されます。 

平成 22 年から 27 年にかけて上田市の総人口は、159,597 人から 156,827 人へと減少（△

2,770 人）しており、増減率はマイナス 1.7％となっています。 

 この増減率は国の研究機関である「国立社会保障・人口問題研究所」が平成 22 年度国勢

調査結果をベースに発表※した人口推計（以下「H22 社人研推計」という。）のマイナス 3.1％

を上回っており、市がこれまで行ってきた移住定住促進に関する施策などが影響したもの

と考えています。しかし、旧市町村地域には、平成 18 年の 4 市町村合併後、著しく人口

減少が進んでいる地域もあります。 
 

【人口動態】 

 H22 社人研推計による H27 人口推計値と、H27 実績値を比較すると以下のようになり

ます。 

地域名 
平成 22 年 

人口（人） 

平成 27 年人口（人） H22→H27 増減率（％） 

上段（H22 社人研推計）／下段（実績数値） 

中央地域 33,941 
32,839 －1,102 人 －3.2％ 

33,906 －35 人 －0.1％ 

西部地域 11,170 
10,764 －406 人 －3.6％ 

11,045 －125 人 －1.1％ 

城南地域 28,639 
28,152 －487 人 －1.7％ 

28,800 +161 人 +0.6％ 

神科・豊殿地域 20,113 
19,746 －367 人 －1.8％ 

20,265 +152 人 +0.8％ 

塩田地域 20,756 
20,302 －454 人 －2.2％ 

20,299 －457 人 －2.2％ 

川西地域 7,023 
6,785 －238 人 －3.4％ 

6,877 －146 人 －2.1％ 

丸子地域 23,554 
22,489 －1,065 人 －4.5％ 

22,244 －1,310 人 －5.6％ 

真田地域 10,615 
10,010 －605 人 －5.7％ 

9,918 －697 人 －6.6％ 

武石地域 3,786 
3,487 －299 人 －7.9％ 

3,473 －313 人 －8.3％ 

総人口 159,597 
154,574 －5,023 人 －3.1％ 

156,827 －2,770 人 －1.7％ 

※H22 社人研推計の地域毎の人口は、推計総人口と整合するため補正してあります。  

Ｑ１．上田市の人口動態はどのような状況ですか？ 
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① H22 から H27 にかけて人口が増加した地域：神科・豊殿地域、城南地域 

② H22 社人研推計に対して増減率が上回った、或いはほぼ同じだった地域：中央地域、

西部地域、川西地域、塩田地域 

③ H22 社人研推計に対して増減率が１％未満の範囲で下回った地域：真田地域、武石地

域 

④ H22 社人研推計に対して増減率が１％以上、下回った地域：丸子地域 

 

 

【減少の特徴】 

H22 社人研推計の H27 までの 5 年間の減少人口 5,023 人と、実績の減少人口 2,770 人

のそれぞれの地域別割合は、下表のとおりです。 

上段（H22社人研推計）／下段（実績数値） 

地域別減少

人口と総減

少人口に対

す る 割 合

（％） 

中央地域 西部地域 城南地域 神科・豊殿 塩田地域 

1,102 人 406 人 487 人 367 人 454 人 

21.9％ 8.1％ 9.7％ 7.3％ 9.0％ 

35 人 125 人 ＋161 人 ＋152 人 457 人 

1.3％ 4.5％ －5.8％ －5.5％ 16.5％ 

川西地域 丸子地域 真田地域 武石地域 合計 

238 人 1,065 人 605 人 299 人 5,023 人 

4.7％ 21.2％ 12.1％ 6.0％ 100％ 

146 人 1310 人 697 人 313 人 2,770 人 

5.3％ 47.3％ 25.2％ 11.3％ 100％ 

 

H22 社人研推計では、減少人口の構成率が中央地域 21.9％・西部地域 8.1％の推計だっ

たのに対し、実績では中央地域が 1.3％、西部地域が 4.5％となっています。 

また、城南地域、神科・豊殿地域は人口が増加しています。 

 

 一方、丸子地域の構成率は、47.3％で全体の約 5 割が丸子地域で減少しています。 
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【新築住宅の立地傾向】 

平成 18 年から平成 29 年 12 月までの、「上田市開発事業の規制に関する条例」に基づく

開発事業届出があった、住宅団地造成、及び共同住宅（面積 3000 ㎡以上、又は戸数 11 戸

以上）の戸数は以下のとおりです。（都市計画区域内） 
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共同住宅・戸建て住宅の新築については、上田用途地域外縁の神科・神川地区、左岸地

域では城下、川辺・泉田地区にかけての建築が多く、その要因としては、 

① 中心市街地が比較的近く利便性が良い。 

② 一定程度の広さを持つ開発可能な農地等がある。 

③ 取引価格が中心市街地に対し比較的安価であり、子育て世代に人気がある。 

等が挙げられます。 

 

 

 

 一方、上田用途地域内は、も

ともと人口密度が高いため、人

口減少もそれなりに多いといっ

た状況にあり、さらに土地利用

は、居住地や商業地等で一旦完

結しているため、開発事業届に

該当するような規模の、開発面

積(3000 ㎡)を確保することは、

なかなか難しいと考えられます。 

 そのため、上田用途地域内 

における住宅新築は、敷地面 

積が比較的小さくて済む共同 

住宅や、3000 ㎡未満の小規模 

な開発が行われている傾向があり、上田用途地域内外縁部の、西部地区、城下地区、川辺

地区への立地が多い状況です。 

 

以上の【人口動態】、【減少の特徴】、【新築住宅の立地傾向】から、以下のようなことが

言えます 

① 丸子、真田、武石地域の人口は減少しており、特に丸子地域は“著しい減少傾向”に

あります。 

② 上田中央・西部地域は、“極めて緩やかな減少傾向”にあります。 

③ 塩田、川西地域は、“緩やかな減少傾向”にあります。 

④ 上田用途地域の外縁（城南地域）、及び用途地域に接する郊外（神科・豊殿地域）に共

同住宅を含む住宅の新築が多く、居住の立地の動きは用途地域から郊外へ宅地化が進

んでおり、人口は微増しています。 

 

 

 

 

  

人口が増加している地域 

※用途地域：都市計画区域内で、土地利用の用途の混在を防ぐために定めた地域。住居系/商業系/工業 
系等が指定されており、建物用途のほか、建物容積率、建ぺい率が決められている。 
上田市では、上田地域に 12.69㎢、丸子地域に 3.34㎢が指定されている。 
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 都市の「コンパクト化」とは、「都市機能（都市施設・居住・公共交通網等）が、拠点の

中心方向に集積している」ことを言い、都市の拠点を形成している様を指します 

 

現在の上田市は、市内それぞれの地域において若干の差はあるものの、人口減少、少子・

超高齢化、空き家・空き地等が、概ね全市的な課題であり、また、中心市街地においても

これらの課題が要因となった、“まちなかのスポンジ化”が少しずつ進行しています。 

 

JR 上田駅や市役所本庁舎等のある中心市街地は、大規模商業施設や高校・大学等の教育

機関等、これらの「都市機能施設」を中心とした上田市の中心拠点であり、その周囲には

生活利便性の良い、人口密度の高い住居系の市街地が広く展開しています。 

一方、郊外には旧市町村など、各地域自治センターを中心とした地域の拠点が、規模の

違いはありますが、それぞれに形成されています。市内各地域に暮らす市民にとっても、

上田市の中心拠点にある「都市機能施設」は、生活していく上で必要な都市機能であると

言えます。 

郊外地域に住む市民が、中心市街地にある高等学校や大学、大規模な集客施設や商業施

設等の「都市機能」を利用するために、車で 20分、電車で２駅、あるいはバスで 30分等、

それぞれの生活の中で認知された、「いつもの距離と時間」で行くことが出来ることで、地

域における現在の生活環境が保たれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、市民の多様なライフスタイルに合わせて利用される、「都市機能施設」が、

現状として上田中心市街地（中心拠点）に集積していることから、公共交通ネットワーク

と共に、生活のベクトルは中心拠点に向いており、人口減少、スポンジ化等の課題はある

ものの、この状況は、「コンパクト化＝拠点化」の傾向にあると言えます。  

Ｑ２．都市の「コンパクト化」とは、どのようなものですか？ 
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上田市が目指す、人口減少社会に対応した都市構造は「ネットワーク+多極・拠点集約型

都市構造※」です。 

上田市は、上田駅周辺の中心拠点と市内の各地域が、公共交通網や幹線道路等のネット

ワークで結ばれており、現状において良好なバランスが保たれていると考えています。し

かしながら今後人口減少が進む中、中心拠点が引き続き都市機能を維持するためには、周

囲の「衛星」となる地域が同様に持続していく必要があると考えています。そのため、各

地域に「生活複合拠点」を位置づけ、それぞれの地域の実状に沿った施策等により、拠点

の維持を図りたいと考えています 

 

市民の憩いの場である都市公園や図書館、美術館等の公共施設、大規模商業施設等の賑

わい施設、高等学校や大学等の教育施設など、市の公共交通の中枢結節点である上田駅を

中心とした中心拠点周辺区域に将来の再整備に併せて必要な都市機能の誘導を図り、利便

性とまちなかの賑わいを維持或いは向上することで人の流れを誘導し、上田市全体を支え

る都市機能の維持を図りたいと考えています。 

 

一方、既存の地域の拠点についても将来の人口減少社会を見据え、既存ストックの活用

を図ると共に必要な生活サービス施設を将来の再整備に合せて誘導し、拠点の利便性を維

持することで周辺地域の良好な居住環境と人口の維持を図りたいと考えています。 

 

この、中心拠点と各地域拠点の「多極的な拠点化」は上田市独自の考え方であり、拠点

化した各拠点間を公共交通や幹線道路網のネットワークで結び中心拠点と地域拠点が相互

に共存する良好な位置関係の継続を図りたいと考えています。 

では、具体的にどのような考え方で「多極的な拠点化」を図っていくのか？ 

一例として、これまで居住の立地場所は、大小それぞれの集落の固まりの外縁、外へ外

へと宅地化が進んできました。一方、集落の中は人口減少に伴い、空き家・空き地等が増

加し、まちなかのスポンジ化が進行してきました。 

このスポンジ化によって「穴の開いてしまった部分を埋める」、つまり、空き家・空き地

等を有効活用する考え方で人口密度を維持し、それぞれの地域において拠点化を図る（維

持する）ための一方策にしたいと考えています。 

 

上田市は、地形的な特性や歴史的な沿革、さまざまな住民生活の営みにより、社会的、

経済的、文化的な特徴を持った、さまざまな地域で形成されています。 

このため、地域の成り立ちや特徴を十分に生かし、地域の個性を活かした“まちづくり”

を「全市域」、「各地域」、「各自治会」の単位において、それぞれの役割の中で進めて行く

ことが重要と考えています。 

  

Ｑ３．上田市が進めようとしている「拠点集約型都市構造」への転換とはどういう

ことですか？ 
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※ネットワーク＋多極・拠点集約型都市構造 

拠点名称 包括する地域  

 上田中心拠点 全市域（上田中心地域） 

 丸子中心拠点 丸子・武石地域 

（依田窪地域） 

塩田生活複合拠点 塩田地域 

川西生活複合拠点 川西地域 

豊殿生活複合拠点 豊殿地域 

真田生活複合拠点 真田地域 

武石生活複合拠点 武石地域 

大屋交通結節拠点 公共交通ネットワーク持続の

ために、公共交通結節機能を

維持 

信濃国分寺交通結節拠点 

西上田交通結節拠点 

※「多極・拠点集約型都市構造」⇒「複数の拠点毎に形成されたコンパクトシティが、中心拠点に形

成されたコンパクトシティに包括された都市構造」 

 

 

●中心拠点、生活複合拠点、交通結節拠点、交通ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画区域

中心拠点

生活複合拠点

交通結節拠点

公共交通軸

道路交通網、公共交通ネットワーク 

により、多極な拠点間を結ぶ 

連携 

イメージ 
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国が示す計画策定手引きには、「都市機能誘導区域は用途地域内であって、拠点となる施

設（今後も維持する施設、または新たな拠点施設※１となる都市機能施設）を中心にして区

域を設定する」となっており、上田市の場合新たに必要な拠点施設は現時点において無く、

今後維持する現在ある拠点施設を選定し、その施設を包括する区域を設定しました。 

また、居住誘導区域の設定にあたっては、「用途地域内であり、都市機能誘導区域に隣接

した外縁部で、目標とする年次(概ね 20年後)においても一定程度の人口密度を保つことが

可能とされる区域」とされており、その人口密度は目標年次における目標値に設定されま

す。 

 

つまり、「居住誘導区域」には『多くの市民のみなさんに必要とされる「都市機能施設※

2」を、人口減少が進む中においても維持して行くために利便性の良い中心市街地周辺地域

の人口密度を保ち、日常的に「都市機能」を利用する』という意図があります。 

さらに、「居住誘導区域内の人口は策定年次から目標年次までプラスマイナス 0 で維持す

る、またはそれ以上の目標を立てる。」という制度上のルールがあり、国の指導のもと無理

のない計画となるよう、目標年次において人口密度の確保が期待できる範囲が区域に設定

されます。  ※目標年次は策定から概ね 20 年後に設定されます 

 

しかし、ここで気になるのが、「都市機能誘導区域」、「居住誘導区域」と、それ以外の地

域（色のない白地地域）では、「いったい何が違ってくるのか？」ということです。 

このそれぞれの誘導区域とそうでない白地の区域の違いは、「市が国の補助事業を利用す

ることが出来る区域」「そうでない区域」の差となります。 

基本的なことですが、整備が必要な公共施設やインフラは、補助金の有無や種類等に関

わらず市の事業として行うべきものとなりますので、これら都市機能誘導区域や居住誘導

区域の設定が市民生活に大きく影響を及ぼすということは想定していません。 

 

このような策定の背景ですが、「都市機能誘導区域」とは「全ての市民が利用する都市機

能施設を維持する区域」であり、「居住誘導区域」は「都市機能施設」の維持のため「都市

機能施設を日常的に利用することのできる人口密度が保てる区域」と言えます。 

 

※1拠点施設：「都市機能施設」のうち、当該拠点の都市としての機能を維持して行くために必要な

核となる施設。 

※2都市機能施設：総合病院、総合福祉センター、高校、大学、専門学校、交流センター、美術館、 

図書館、大規模商業施設、行政施設等、「居住者の共同の福祉や利便性の向上に資

する施設」＝賑わい施設、集客施設等、人が集まる施設＝「都市機能増進施設」と

も言う。 

  

Ｑ４．都市機能誘導区域、居住誘導区域とはどんな区域ですか？  
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●上田中心市街地を拠点とした「上田都市機能誘導区域」、「上田居住誘導区域」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※居住誘導区域 6.41km2には、都市機能誘導区域 3.22km2を含む。 
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●丸子中心市街地を拠点とした「丸子都市機能誘導区域」、「丸子居住誘導区域」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※居住誘導区域 1.56km2には、都市機能誘導区域 0.91km2を含む。 
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 コンパクト化については前述しましたが、誤解されやすい問い合わせでよくあるのがこ

の質問です。 

 そもそも上田市が今策定している居住誘導区域の面積は、約 11 ㎢であり、上田市の可住

地面積、約 107.7 ㎢の 10％に過ぎません。また、居住誘導区域内の人口は約 4.7 万人で、

総人口の 30％未満です。 

 今後人口が減少していくとは言え、わずか 11 ㎢の居住地に 10 万人を超える人口を集約

するという話は、土台無理な話です。 

 

「まちのコンパクト化」というと、その名から、「一極集中」、「すべての人口集約」、「強制

的に集約」など、時として誤解を招くこの 3 点については以下のようになります。 

① 一極集中？・・・No! 

「市内の最も大きな拠点 1 か所に、すべての施設や人口を集約させる」のではなく、「中

心拠点や、それぞれの地域の拠点（多極）に誘導と共に拠点化を図り、拠点間を交通

ネットワークで結ぶ」というものです。 

② 全ての人口集約？・・・No! 

「市内すべての居住者を一定のエリアに集約する」のではなく、市民がそれぞれのラ

イフスタイルにあわせて中山間地域や郊外の田園地域等に居住することは自由であり、

市内すべての人口集約を図るものということではありません。 

③ 強制的に集約？・・・No! 

「居住者や住宅を強制的に短期間に移転する」のではなく、各拠点の都市機能や生活

サービス機能の利便性を向上させるなどインセンティブを発現し、市民それぞれに「住

替え」が必要になった時自由な意思で居住場所を選択するということで、長い時間（2

世代～3 世代・60 年～90 年）をかけて誘導を図るということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ５．まちをコンパクト化するため、居住誘導区域に、全ての市民の居住を誘導し

て集約するのですか？ 
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居住場所は、当然ながら市民それぞれの考えやライフスタイルに応じて決められること

が自然であり、行政が市民の住む場所を強要することは出来ません。 

では、「誘導はしないのか？」ということではなく、「立地適正化計画」は、『今後 50 年

先、或いは 60 年先、その時代の市民に「住替え」という事象が発生して住む場所を選ぶこ

とになった際、中心市街地周辺地域だけでなく、郊外の地域拠点等の周辺地域についても、

居住場所を選ぶ選択肢の一つとして、便利に居住できる環境を将来に維持しておく。』とい

うことです。 

「人口は減少しても、生活の質は維持する」という考えの基、「住みたい」「住み続けた

い」と思える“まちづくり”を進めようという考えが「拠点集約型都市構造」の根底にあ

ります。 

 

 

 

都市機能誘導区域内にある「都市機能施設」で、立地適正化計画において「都市機能誘

導施設」に設定した場合、その整備にあたっては国の支援策を利用することが出来ます。 

例えば、都市機能誘導区域内にある市民交流センター等の拠点施設で、この施設を「都

市機能誘導施設」に設定して、仮にこの施設が老朽化して建て替えが必要となった場合、

施設の複合化や集約化等の条件はありますが国の支援策を利用することが可能となり、交

付金の交付率が嵩上げ措置されることになります。 

 

国のこうした支援策は、「拠点施設の建て替え等、再整備時に利用できる支援策である」

というのが今の上田市にとっての考え方であり、当然のことながらこうした施設を整備す

る場合には、立地適正化計画の有無にかかわらず、国等からの財政支援がないと市単独で

の整備は困難であるというのが実際のところです。 

 

昨今国は、全国的に進む少子・超高齢化、人口減少を背景に、選択と集中の考え方等、

より効果的な支援制度へと変わってきており、市町村が国の支援策を引き続き受けるため

には立地適正化計画の策定が条件に加わり、また、既存施設の更新にあたっては、複合化、

集約化、サイズダウン等が必須の条件となるなど、人口減少・コンパクト化に配慮した事

業実施が求められています。 

このようなことから、今後、立地適正化計画を策定していない自治体は、交付金事業の

対象となる範囲が狭まるとともに財源の確保に苦慮するような状況が想定されます。 

 

※ 立地適正化計画を作成することで、居住誘導区域内における都市再生整備計画事業の実施が

認められ、立地適正化計画を作成しない場合は用途地域内で駅から１㎞範囲内或いはピーク

時片道３本以上のバス停から 500ｍ範囲内など事業対象区域が縮減されます。（Ｈ31 年度より） 

※ 都市再生整備計画事業のうち、都市再構築戦略事業（いわゆる箱物と言われる都市施設を整

備するための事業）は、立地適正化計画に誘導施設として位置付けるとともに、都市機能誘

導区域内であることが条件です。  

Ｑ６．国の支援策とはどのようなものですか？ 

て集約するのですか？ 
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立地適正化計画は、人口減少社会に対応した“まちづくり”を推進するために、基本的

な方針や区域、拠点を設定する「枠組み作り計画」と言えます。 

計画策定後の、人口減少社会に対応した「ネットワーク＋多極・拠点集約型都市構造」

への転換を進めて行くための「具体的な施策」については、関係担当部局が検討・立案し、

実施されるものと考えており、これらの検討の段階において市民協働による共通認識が必

要になると考えています。 

 

それぞれの地域には地域毎の特色や実情があり、施策を施していく上で、市域全体を対

象とした横並びのメニューで実施するもの、地域の実情に合わせ、その地域独自の考えで

行っていくべきものと整理して考える必要があります。 

開発条例の適用などは横並びメニューとなりますが、地域自治センターの建て替えや、

道路や公園などのインフラ整備等、また、その地域の特色あるソフト事業等はその地域の

独特なものになると考えています。 

また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「公共施設マネジメント基本方針」、「上田市

地域公共交通網形成計画」等、市の主要施策に沿った事業や、「地域内分権」に関する市民

参加・市民協働の事業として今やっていること、計画されている事業や考え方等、これら

は「人口減少社会に対応した“まちづくり”“地域づくり”」の位置づけのある事業であり、

立地適正化計画の基本方針に沿った中で実施されていくものと考えています。 

 

 

 

「生活複合拠点」の設定は、上田市都市計画マスタープランにも位置付けられている地

域の拠点であり、旧市町村役場があった場所など、既に地域コミュニティが形成されてい

る、既存の地域拠点への設定を予定しており、また、「生活複合拠点区域」に講ずる「拠点

形成のための施策」は、「居住誘導区域」と同様、市の独自施策を講じることを想定してい

ます。 

 

「都市機能誘導区域」が設定される上田中心拠点周辺には、現状において大型ショッピ

ングセンター等の商業施設、高等学校、専門学校、大学等の教育施設、救急医療に対応す

る総合病院、国や県の現地機関など、生活サービス施設と言われる「都市機能施設」が集

積しており、その利用圏域は上田市域を超え、近隣市町村を含む上田圏域一帯です。 

つまり、中心拠点の「都市機能施設（賑わい、商業、教育、医療等の施設）」は、施設利

用するという形で「居住誘導区域」外に居住するみなさんの生活の一部を支えており、ま

た一方で上田圏域に居住する各地域のみなさんが、都市機能施設を利用することで、同施

設の都市機能維持に寄与していると言え、市民だけでなく上田圏域に暮らす市民のための

施設と言えます。 

こうした「都市機能誘導区域」にある「都市機能施設」の維持やサービス機能の向上は、

「生活複合拠点」等を地域の拠点として生活する市民にとっても、利便性の付与につなが

るものと考えています。  

Ｑ７．「具体的な誘導施策」についてはどのようなことを考えていますか？ 

 

Ｑ８．生活複合拠点は、誘導区域と比較して、施策が見劣りすると感じるが？ 
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丸子地域は近年人口減少が著しく平成 27 年の国勢調査において人口集中地区（DID※）

が消滅しています。 

丸子地域は、これまで依田窪地域の中心拠点としての役割を担ってきた経緯があり生活

利便施設などの都市機能の集積状況から現状においてもその役割は変わっていないと考え

ています。  

人口集中地区の無い地域は国の支援策が手薄い状況となりますが、今後さらに人口減少

が進むと予想される中、依田窪地域全体の生活環境（生活の質）を維持していくためには、

丸子地域中心拠点の今ある「都市機能施設」を維持して行く必要があります。 

 

したがって、「都市機能誘導区域」を丸子中心市街地に設定することは、上田市として「丸

子中心拠点を維持して行く」姿勢を内外に示すとともに依田窪地域全体の生活環境を維持

していくために必要であり、国の支援策などの期待は薄いものの市の独自施策を含めた多

様な施策を講じ「都市機能施設」の集積を活かした賑わいのある市街地拠点を再生・創出

するため、丸子都市機能誘導区域」を設定することには大きな意義があります。 

 

また、「丸子居住誘導区域」の面積は、約 1.56 ㎢で、「丸子用途地域」の面積約 3.34 ㎢

の約 47％に相当します。 

区域内の人口は約 4.4 千人であり、制度上のルールではこの人口を 20 年後も保つ目標を

立て、施策を講じなくてはなりません。人口の動向から丸子地域の場合Ｈ22 社人研推計の

予測を上回って減少が進んでいるので、見方によってはハードルの高い目標値と言えます。 

 

しかしながら、前述したとおり、丸子地域の中心市街地にある「都市機能施設」は、人

口減少が進む中においても依田窪地域全体の「生活の質の維持」のため、今後も持続して

行かなくてはならないと考えています。 

そこで重要になるのが「今後どのような「施策」を講じるか？」ということになります。 

人口減少社会に対応した「生活の質を維持」するために、魅力ある“まちづくり”を進

める「施策」が、今後市民と行政との間で検討されることになります。 

 

  

Ｑ９．人口減少が著しい丸子地域に都市機能誘導区域を設定した理由は？ 

また、目標値でもある居住誘導区域内の人口維持は可能ですか？ 
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●人口集中地区（ＤＩＤ）の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＤＩＤ 

ＤＩＤとは、Densely Inhabited District の略で「人口集中地区」のことです。 

人口集中地区は、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区（以

下「基本単位区等」という。）を基礎単位として、①原則として人口密度が 1 平方キロメートル当

たり 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、②それらの隣接した地

域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を有する地域です。 

なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の

文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共

及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集

している基本単位区等又はそれらの施設の面積が 2 分の 1 以上占める基本単位区等が上記①の基

本単位区等に隣接している場合には、上記①を構成する地域に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

上田ＤＩＤ 

丸子ＤＩＤ 
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立地適正化計画が策定されますと、都市再生特別措置法第 88 条第１項に基づき、立地適

正化計画区域内で居住誘導区域外における、３戸以上の住宅の建築目的の開発行為、及び

1,000 ㎡以上の建築目的の開発行為、又は３戸以上の住宅等建築する場合等については、

行為の着手の 30 日前までに、市への届出が必要となります。なお、想定される届出者は、

不動産業を営む事業者さん等で宅地分譲を目的とした開発行為を行う場合が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、都市機能誘導施設として設定された誘導施設を、立地適正化計画区域内で都市機

能誘導区域外に、同じ機能の施設を整備する場合についても、都市再生特別措置法第 108

条に基づき市への届出が必要となります。 

なお、故意に届出をしなかった場合、或いは虚偽の届出をした場合には罰則が適用にな

りますが、誘導区域外での開発行為そのものに罰則はありません。 

 

 

 

 

 「都市機能誘導区域内」に設定する「都市機能誘導施設」は、都市としての機能を持続

するために必要な施設で、利便性と利用頻度の高い施設が、「都市機能施設」の中から選定

され、それぞれの「都市機能誘導区域」ごとに設定されます。 

また、「都市機能誘導施設」に設定されると、都市機能誘導区域外では「立地を抑制する

施設」として位置付けられ、整備に際しては事前に市への届出が必要になります。 

 なお、上田市立地適正化計画の中で設定する「都市機能誘導施設」は以下のような基本

的な考え方があります。 

① 人口減少対策のため等、喫緊に整備しなければならない“新たな都市機能施設”は、

現状においてありません。 

② 現在ある「都市機能施設」で、将来も維持する施設を選定します。 

届 出 

届出不要 

届 出 

届 出 

届出不要 

Ｑ１０．立地適正化計画が策定されることで増える手続きはありますか？ 

 

Ｑ１１ 「都市機能誘導施設」に設定される施設は、どのような施設ですか？ 
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上田市域 

立地適正化区域（=都市計画区域） 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域Ａ 都市機能誘導区域Ｂ 

届出必要 届出不要 
届出必要 

届出必要 

届出不要 

誘導施設：百貨店 誘導施設：病院 

③ 現在ある「都市機能施設」が、区域外に転出することで、都市構造や公共交通等に影

響を与える場合は「都市機能誘導施設」に位置付け、転出を抑制します。 

  

以上のように、上田市立地適正化計画において設定される「都市機能誘導施設」は、「現

在ある施設を、同じ機能を今後も維持する施設」であり、上田市の場合「誘導」の文言は

「維持・持続」に置き換えた方が、理解しやすいかもしれません。 

 

では、新たな「都市機能誘導施設」は「都市機能誘導区域内に整備されることはないの

か？」というと、そうではなく、立地適正化計画が公表された後、例えば民間事業者によ

る、新たな拠点施設整備等の計画が持ち上がった場合等はその時点で「都市機能誘導施設」

としての位置付けをするか否かの判断をすることになり、公共施設に関しても同様となり

ます。  

 

また、市内に立地する日常的な生活サービス施設（食品スーパー、保育園、小、中学校

等）を「都市機能誘導施設」に設定すると、都市機能誘導区域外での設置に関して「立地

を抑制する施設」となってしまい、身近な場所での利便性が低下するおそれがあります。 

したがって、「都市機能誘導施設」の設定にあたっては、「都市機能誘導区域」の人口や

面積の規模、郊外地域の状況、加えて「上田・丸子都市機能誘導区域」それぞれの状況等

を勘案して、当該都市機能誘導区域の状況に合せた設定が必要です。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病院 

病院 

病院 

病院 

病院 
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「居住誘導区域」の設定にあたっては国が示す策定手引きにより定量的に設定すること

とされています。また、設定手順の中で居住誘導区域は目標とする年次（概ね 20年後）に

おいても一定程度の人口密度を保つことが可能とされる区域であることとされており、目

標年次における評価の目標値に設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画の策定において、目標となる数値は達成可能な数値である必要がありま

す。達成不可能な目標を立てても、「施策による効果」の評価が意味を成さないものになり、

効果的な施策を策定するための評価に結びつかなくなるおそれがあります。 

したがって、地域性のみの考え方で、むやみに広い区域を設定しても、達成困難な無理

な目標を立てることになるため、計画そのものが不合理なものになってしまいます。 

 

【無理な計画の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ１２．用途地域内にある地域でも、居住誘導区域に入らないのはなぜですか？ 

居住誘導区域設定の考え方 

区域外人口 8,000人 

 

 

 

 

居住誘導区域 

人口 12,000人 

区域外人口 4,000人 

 

 

 

 

居住誘導区域 

人口 12,000人 

２０年後 

× 計画に無理がある 

【考え方】広い範囲を居住誘導区域に設定した場合、人口減少の影響が大きく、居住誘導区域内の人

口 12,000人維持のために 20 年間で 2,400人（12,000 人×20％）の人口誘導施策が必要となる。 

総人口２０，０００人 総人口１６，０００人 

人口減少 20％ 

2,400 人 

維持・誘導 
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【やや無理な計画の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上田市が考える計画の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居住誘導区域」は立地適正化計画を策定するにあたって定める区域で、用途地域内に

定めることとなっています。 

用途地域は土地利用のルールが定められた地域で、住居系、商業系、工業系の大きく三

つに分けられた土地の用途が指定されており、用途地域内で建物を建てる場合は、建物の

用途、大きさ等について規制がかかります。 

現在市では立地適正化計画を策定するにあたり、スポンジ化対策の一環として、土地利

用の規制がある、居住誘導区域を含む用途地域について、共同住宅や住宅団地造成等の開

Ｑ１３．居住誘導区域にはどのような施策を講じるのですか？ また、区域の内外

では市民生活にどんな違いが出るのでしょうか？ 

 

区域外人口 19,000人 

 

 

 

居住誘導区域 

人口 1,000人 

△ やや無理な計画 

【考え方】人口減少の影響を抑えるため、なるべく狭い範囲で居住誘導区域を設定した場合、居住誘導

区域内の人口 1,000人維持のために 20年間で 200人（1,000 人×20％）の人口増加施策が必要となる。 

総人口２０，０００人 総人口１６，０００人 

区域外人口 15,000人 

 

 
居住誘導区域 

人口 1,000人 

２０年後 

人口減少 20％ 

200人維持・誘導 

区域内人口 16,000人 

 

 

 

居住誘導区域人口４,000人 

20年後を想定し目標とする人

口密度（40人/ｈａ）分布の

メッシュ図を作成して誘導区

域を設定 

〇 達成可能な計画 

【考え方】20 年後を想定し、目標とする人口密度のメッシュ図を作成して都市機能誘導区域を設定。誘

導区域外からの人口集積はせず、趨勢による人口を維持し、目標設定時に作成した人口密度のメッシュの

数と面積を維持又は向上する。  区域内への誘導人口は、±０人 

総人口２０，０００人 総人口１６，０００人 

区域外人口 12,800人 

 

 居住誘導区域人口 3,200 人 

誘導区域外からの人口集積は行わ

ず、趨勢による人口を維持し、目標

設定時に作成した人口密度 40 人/ha

のメッシュの数と面積を維持又は増

加を目標とする 

２０年後 

±0人維持・誘導 

人口減少 20％ 
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発行為に関する、届出の規模について検討を行っています。 

 

一方、居住誘導区域外については、これまでも用途地域境外縁部での開発行為が多い傾

向にある中、特に開発行為の抑制となるような施策の検討は今のところ行っておりません。 

また、このように郊外に規制をかけて居住を誘導するとなると、強制的な意味合いが生

じるおそれがあります。 

「誘導のための施策」とは、「現状の生活の質を保つための施策」であり、インセンティ

ブの強いものではなく、長い時間をかけてじっくりと行っていく「地道な施策」、例えば「空

き家・空き地対策」のようなものが効果的であると考えています。 

 

この「空き地・空き家対策」は全市域において実施されます。では「それでは誘導施策

とは言えないのでは？」というとそうではありません。 

中心市街地、郊外地域、農村地域等、地域によって空き地・空き家に関する状況は多種

多様です。その地域に合った「空き地・空き家対策」を講じることで、より効果的な施策

になると考えています。 

 

●用途地域(上田地域) 
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●用途地域(丸子地域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、居住誘導区域とそうでない白地の区域の違いは、「市が国の補助事業を利用するこ

とが出来る区域」「そうでない区域」のみの差となります。 

基本的なことですが、整備が必要な公共施設やインフラは、補助金の有無や種類等に関

わらず、市の事業として行うべきものとなりますので、居住誘導区域の設定が、市民生活

に影響を及ぼす等ということは想定していません。 

人口が減少しても、その地域に暮らす市民がいる限り、道路や水路等のインフラや上下

水道のライフラインの維持等、行政サービスは市の責務として平等に市民に提供されます。 
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「都市機能施設やサービス施設があれば人が集まり“まち”が形成される。」多少乱暴と

もいえるこの考え方は一歩間違えると無駄な投資を生み「負の遺産」を後年に残すことに

なりかねません。一方、「人が集う場所には都市機能施設やサービス施設が集まり、そこに

“まち”は形成される。」こちらは一見同じような表現ですが“まちづくり”の考え方に大

きな違いがあります。前段は「モノ中心の“まちづくり”」、後段は「人中心の“まちづく

り”」。“まちづくり”は人々の生活を中心に行われるべきものと考えています。  

 

また、人々がその地に暮らす理由には「暮らしなれた場所だから住む人が減ってもこの

場所に暮らし続けたい」、或いは「生まれ育った場所だから不便であろうと一生ここで暮ら

したい」という思いもあり、それがその人にとっての幸せであれば暮らしの満足度は満た

されたことになります。人それぞれ異なる「満足度の質」を行政と市民それぞれが共有す

ることで「人中心の“まちづくり”」の第一歩が始まると考えています。 

 

人口が減少しても、その地域に暮らす市民がいる限り道路や水路等のインフラや上下水

道のライフラインの維持等、行政サービスは市の責務として平等に市民に提供されます。 

ただし、人口は確実に減少します。50 年或いは 60 年先、上田市の人口が半分になると

すれば単純計算で税収は半分になります。税収は半分で維持するインフラやライフライン

は今と同じという状況になれば行政サービスの質の低下は否めません。 

 

 40年後上田市の人口は現在の 6割になると予想されており、また、地域によっては人口

が半分以下になると予想されています。将来の市民の暮らしや上田市の姿を想像すること

はなかなか難しいことですが、一つだけはっきりしていることがあるとすれば、それは「こ

れから人口が大きく減少する時代が来る」ということです。 

 働く場所はあるのか？ 通える学校はあるのか？ 病院はあるのか？・・・。 

私たち市民がこの地で暮らし続けるためには、今の「生活の質」を将来においても維持

することが必要です。先ずは現状と予想される将来上田市の姿を市民相互が「共通認識」

し、その上で“まちづくり”を進めて行くための「理解・協力」が不可欠であると考えて

います。そして、多くの市民が参加して「話し合い」を全市的な観点で続けることが大切

であり、「話し合い」を続ける先に「わたしたちの地域が持続していく道」が探し出せるも

のと考えています。 

  

 誰も想像できない“まだ先の話”です。しかし、確実に人口は減少します。 

将来の上田市に暮らす子どもたちのために、市民・行政が一体となって知恵を絞り、新

たな“まちづくり”へ歩みを進めて行くことが求められます。 

 

Ｑ１４．立地適正化計画に位置付けた「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」、「生

活複合拠点区域」や「交通結節拠点区域」は対策をするが、それ以外の地域

は何もしないということですか？ また、人口が減少してしまう地域は行政

サービスが低下してしまうのですか？ 
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